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Ⅰ 変更事由

１ 主要事業の実施に関する変更について

地球温暖化防止のための森林吸収源対策に必要な森林整備として間伐、保育及び更新に係る

事業量を追加すること等により変更を行うものである。

２ 「遊々の森」の新規設定

国有林野を林業体験、自然観察等の多様な体験の場として活用を図るため、フィールドの提

供として「とこわかの森」を設定したことにより、変更を行うものである。

Ⅱ 変更事項

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（４）主要事業の実施に関する事項

ア 伐採総量 （単位：ｍ ・ｈａ）３

区 分 主 伐 間 伐 臨時伐採量 計

計 １０９，９９０ ４５５ ７４３ ２４，２６７ ５９０，０００， （ ）5,638

注： ）は間伐面積である。（

イ 更新総量 （単位：ｈａ）

区 分 人工造林 天然更新 計

計 ４２７ ９７５ １，４０２

ウ 保育総量 （単位：ｈａ）

区 分 下 刈 つる切 除 伐

計 ４，３０２ ２，５１１ ３，１８０

５ 国民の参加による森林の整備に関する事項

（３）その他必要な事項

① 森林環境教育の推進

遊々の森

名 称 面 積（ｈａ） 備 考

とこわかの森 １ 小川入国有林７３い林小班


